
             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   本年も平成２８年分の所得税・消費税の決算、確定申告時期となりました。 

  今年度も昨年同様に完全予約制で実施します。 

  昨年、商工会に来られた相談日を基準に、また新たに会員になられた方には 

商工会で日時を指定させて頂きます。後日、商工会から個別に指導日のご案内 

の通知が届きますので、今から少しずつ準備をよろしくお願いします。 

 

 

税理士指導日  平成２９年２月１６日（木）・２月２８日（火）  

  平成２９年３月 ７日（火） ※各日とも山梨市商工会本所にて 

 

※税理士による指導を希望の方、お気軽に申し込み下さい。（無料） 

申込・お問い合わせ 山梨市商工会（電話 0553-22-0806） 

◆編集・発行◆◆◆◆◆ 

山梨市商工会 
会 長 新谷 一男 
会員数 ８１７名（Ｈ29.1.1） 

 

 

 

■本所 

山梨市上神内川 1348 番地 

電話 0553（22）0806 

Fax  0553（23）1529 

■牧丘三富支所 

山梨市牧丘町窪平 56 番地 

電話 0553（35）2250 

Fax  0553（35）4426 

地域密着！会員の皆様のために、 
商工会は行きます！聞きます！提案します！ 

皆様には、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

さて、我が国経済は、穏やかな回復基調が続いているといわれております。 

しかしながら、地域においては、個人消費の冷え込みによる売り上げ減少や労働

力不足、原材料の高騰など経営課題は山積しており、中小・小規模事業者にとりま

しては厳しい経営環境が続いております。 

このような中、商工会は皆様の経営の持続的発展を目指し、今まで以上に会員に

寄り添った伴走型支援を強化し、「信頼され、役立つ商工会」を目指し役職員一丸

となり邁進して参る所存です。 

どうかお気軽に相談し、商工会を活用して頂ければ幸いです。 

今年が真の成長発展の一年となりますようお祈り申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１月１日以降、６５歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険 

の適用対象となります。 

◆平成２９年１月１日以降、新たに６５歳以上の労働者を雇用した場合 

雇用保険の適用要件（１週間の所定労働時間が 20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある 

こと。）に該当する場合→「雇用保険の加入手続き」を行って下さい。 

◆平成２８年１２月末までに６５歳以上の労働者を雇用し平成２９年１月１日以降も継続して雇用 

している場合 

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成２９年１月１日より雇用保険の適用対象となります。 

→「雇用保険の加入手続き」を行って下さい。 

◆平成２８年１２月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成２９年１月１日以降も継続 

して雇用している場合  

自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため→届出は不要です。 

雇用保険料免除措置の廃止（平成３２年４月１日より施行） 

現在、毎年４月１日時点で満６４歳以上の雇用保険被保険者については、高年齢労働者として雇用保険料

が免除されています。 

しかし、この度の雇用保険適用拡大に合わせて、この免除制度が廃止され、平成３２年４月１日からは、

高年齢労働者の方も新たに保険料が徴収されることになります。 

分からないことがありましたら、気軽に商工会までお問合せ下さい。山梨市商工会（電話 0553-22-0806） 

６５歳以上の方も保険料免除で雇用保険へ加入できます 
平成２９年１月１日から雇用保険の適用が拡大 

 

観光飲食サービス業部会では、地域の名物料理を開発しようと６月から毎月

勉強会を開き研究してきましたが、この度、夏の巨峰おざらに続く冬用のメ

ニューとして、巨峰湯もりを開発しました。麺つゆは各お店が考えた独自の

つゆで頂くことができます。こののぼり旗がある下記の７店舗でどうぞ！ 


